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平成３年8月の救急救命士法の施行に伴い、同年9月には本市において救急救命士養

成教育をスタートさせ、平成4年の制度発足当初には高規格救急車が一気に全１６区に

配置されるなど、救急業務の高度化は、急速に進展しました。 

 

こうした横浜市における救急業務の高度化に関しては、極めて短期間の中で新たな業

務をスタートさせていくため、平成3年2月に、横浜市医師会会長を委員長として横浜

市病院協会副会長、市内３大学救命救急センター長、横浜市衛生局及び消防局職員等 9

名の委員による「横浜市救急業務検討委員会」が設置され、同年8月に報告書が提出さ

れました。（資料編Ｐ１～Ｐ２０） 

この報告書では、「救急救命士教育について、その実施主体は横浜市立大学医学部病院

を核とし、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院、昭和大学藤が丘病院の３大学病院に

おいて、それぞれ救命救急センターが中心となり実施する。」とされています。また、「教

育の実施に当たっては、対外的にも、横浜市の医療関係者の総意の下に実施しているこ

とが明らかになるような形態をとることが望ましい。」とされました。 

 

   救急救命士制度の導入は、まさに、消防が医療分野に参画するという、当時としては

画期的な取り組みでもあり、広く医療関係者のコンセンサスを得ながら進める必要があ

ったため、その教育については、市内の医療関係者を束ねる社団法人横浜市医師会に委

託することが最善の方策であると判断したものと考えられます。 

このような背景の下、救急救命士養成教育の(社)横浜市医師会への単独随意契約での

委託実施と基金口座の開設、救命指導医の派遣に係る社団法人横浜市病院協会への単独

随意契約での委託実施と基金口座の開設など、委託を利用した事業執行の仕組みを当局

側からの働きかけで作り上げたことが、当時の関係者からの聞き取り調査の結果明らか

になりました。 

 

   当初に作り上げられたこうした仕組みについては、これまでもチェックする機会は幾

度もあり、時代に応じて検証し、事務執行方法等を見直すべきでしたが、それがなされ

ることはありませんでした。 

   こうした事務執行について所管課内部では何度か改善を求める意見が出されたことも

ありましたが、歴代の上司は、これまで作り上げてきた救急システムが崩壊してしまう、

あるいは、医療関係者からの協力が得られなくなってしまうのではないか、などと考え、

気づいていたにも関わらず対処できずに時間が経過し、代々引き継がれていたことが明

らかになりました。 

 

   今回の救急救命士教育等の事務に関する調査結果としては、それぞれの事務の執行状

況において、明らかに目的を逸脱した行為や明らかに私的に金銭を流用するなどといっ

たことは確認されませんでしたが、本来、委託先で行うべき業務を本市職員が行ってい

たこと、養成所長の出勤の有無に係わらず出勤処理を行っていたことなど、いずれの事

業も不適切な事務処理であり、さらにはそれが継続され、結果として本事業の仕組みを

容認してきたことが問題であります。 

 

今回の調査結果については、当局として重く受け止め深く反省するとともに、今後の

措置については、法律の専門家の意見等も踏まえて厳正に対処します。また、事務の適

正化と再発防止を徹底していきます。 

 



主な事業 ＜委託した業務＞

平成２年度 ６月

２月

平成３年度 ４月

８月

１月
平成４年度 ５月

６月

７月

12月

平成５年度 ８月

平成７年度 10月

平成10年度 ４月

平成14年度 ７月

12月

平成15年度 ４月

平成16年度 ７月

平成18年度 ４月

平成20年度 ３月

平成20年度 10月

横浜市
救急業務高度化の経過

区分 国の動き

救急救命士法

・制定（４月23日）
・施行（８月15日）

９月２日
・横浜市救急救命士養成所開所
（８月10日竣工）

救急救命士実務研修救急救命士の業務開始

・「救急救命士の資格を有する救急隊
員による救急業務の開始」（平成４年５
月消防救第66号消防庁救急救助課長
通知）

救急救命士養成科教育

６月24日
・横浜市救急業務委員会 設置

７月１日～
・救急救命士 本格運用

救急救命士への指示体制の確立

・「救急救命士養成所の臨床実習施設
における実習要領及び救急救命士に
指示を与える医師の確保について」（平
成4年12月消防救第151号消防庁救急
救助課長通知）

８月１日～
・救命指導医制度発足

横浜市救命指導医
連絡調整業務

救急救命士再教育研修

４月１日～
・救命指導医365日24時間体制
　実施

・メディカルコントロール協議会
の設置促進

・メディカルコントロール体制
の整備促進

12月５日
・横浜市メディカルコントロール
協議会設置

医師の包括的指示での除細動開始
（法改正）

救急活動事後検証

救急救命士による気管挿管可能
（法改正）

救急救命士による薬剤投与可能
（法改正）

特別教育薬剤投与追加教育

「よこはま救急改革特区」認定

特別教育ディスパッチャー
養成教育

救急科に関する教育

２月12日
・横浜市救急業務検討委員会
　設置　（８月13日検討結果報告）

１月９日
・横浜市救急業務連携強化委員会
　設置（～４月７日）

・自治省消防庁、厚生省の両省に
おいて病院前救護の充実策につい
て検討開始

救急業務委員会第３次報告（平成６年
12月）により、国からの制度化を待つこ
となく、本市では救急救命士の再教育
制度の創設を早期に望むことを提言

「救急業務の高度化の推進について」（平成
13年７月消防救第204号消防庁救急救助課
長通知）において、メディカルコントロール体
制の構築と救急隊員の資質向上について通
知。この中で、救急活動の事後検証を実施す
るよう努めることとしている。

横浜型新救急システムの運
用開始にあたり、H20.1.23横
浜市メディカルコントロール協
議会においてディスパッ
チャー教育について提言があ
り、H20.4.21同協議会におい
て教育の実施を調整すると報
告している。

10月１日～
・横浜型新救急システム
　運用開始



 

１ 救急救命士養成科教育委託 

                         ＜資料編 Ｐ２１～Ｐ２３参照＞ 

 

(1) 事業概要 

救急救命士養成教育とは、救急救命士法に定める救急救命士の養成にあたり、横浜市

救急救命士養成所において、救急救命士国家試験に合格しうる知識及び技能を習得させ

るために行う教育です。 

当該教育を実施するには、救急救命士法第34条（救急救命士国家試験の受験資格） に

基づく救急救命士学校養成所指定規則により定められた指定基準を満たした救急救命士

養成所において、教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、そのうち一定人数に

ついては医師、救急救命士又はこれと同等以上の学識経験を有する専任教員を置くこと

などが必要となります。 

本市においては、当該教育を「専科教育救急救命士養成科」とし、定員40名で、9月

から翌年3月までの期間で年に1回実施しており、講義及び病院実習を（社）横浜市医

師会に委託しています（平成20年度委託金額：20,955,996円）。 

 

ア 業務内容 

ａ 横浜市の指定する講師が担当する以外の講義を行う講師の選定 

ｂ 選定講師の派遣 

ｃ 横浜市の指定する機関以外の臨床実習病院の確保及び日程の調整並びに臨床実

習に伴う契約の締結 

ｄ 講義資料等の作成 

ｅ 派遣講師及び横浜市の指定する機関以外の臨床実習病院に対する経費の支払い 

 

 

 

イ 平成20年度の委託料の内訳 

 単価 単位数 計(円) 

①講習費 11,670 600時間 7,002,000 

②資料作成費 5,260 122日 641,720 

③病院実習費 100,000 100当直 10,000,000 

④病院実習教材費 100,000 ５病院 500,000 

⑤事務費 ①～④計の10％ 1,814,372 

⑥消費税 997,904 

合 計   20,955,996 

 



平成20年度　専科教育救急救命士養成科教育委託費の流れ
　　＊数字の単位は円

横浜市（安全管理局）

横浜市医師会

@5,000×61H

@7,000×126H @100,000×100当直

@10,000×16H

※横浜市救急救命士養成所基金口座
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※横浜市救急救命士養成所基金口座の残高　　１，０６１，９６３円(H21.3.24現在)

講習費
2,100,000

資料作成費
1,922,180

講習費
1,347,000

講習費、資料作成費、
病院実習教材費

4,482,040 病院実習費
10,000,000

病院実習
教材費
300,000

委託費
20,955,996

事務費、消費税、源泉徴収等
5,126,956



 

(2) 明らかになった事実のうち問題と思われる事項 

   救急救命士養成教育の実施に当たり、医療機関からの講師派遣等について（社）横浜

市医師会に委託していましたが、委託料の内訳と異なる委託費の支払い先及び支払金額

等は医療関係者との調整を経て当局側の働きかけで行っていたものであり、救急救命士

委託契約業務全体の仕組みは当局側で作り上げていたことが明らかになりました。 

   本市から医師会への委託費の一部は、横浜市救急救命士養成所基金口座を通じて支払

われていました。その内訳は、市大センター病院救命救急センターの医師に対する講習

費、アルバイト雇用等のための経費、病院実習を行う病院への病院実習教材費となって

いました。市大センター病院救命救急センター以外の医師への講習費、病院において当

直で行う病院実習費については、医師会から支払われていました。 

   なお、講習費について、市大センター病院医師は 5,000 円、市大医学部医師は 7,000

円、それ以外の医師は10,000円が支払われていました。 

   また、委託業務の履行状況の確認については、契約関係法令に定める検査や検査調書

を作成すべきところを行っていませんでした。 

   このほか、明らかになった事実は以下のとおりです。 

 

  ア 仕様書に定める講義時間の履行 

 平成15年度から平成19年度までの間、仕様書に定める委託講義時間と実際の講義

時間の乖離に気づかず、約100時間のずれが生じていました。 

イ 講義資料等の作成 

講義資料の作成については、講師が資料作成していたものの、資料の加工・印刷・

編纂・コピーなどを当局雇用でないアルバイトが養成所の備品等を使用し実施してお

り、その一部を当局職員も行っていました。また、平成11年度から平成15年度まで

の間、救急救命士養成教育終了後、医師会に支払われた委託費の中から、資料作成に

使用した消耗品等の補充や購入を医師会に依頼していました(総額 2,557,574円)。 

ウ 派遣講師に対する経費の支払い 

派遣講師に対する講習費の支払い事務は、当局雇用でないアルバイトが実施してい

ました。また、模擬試験問題監修や病院実習受入準備をした時間を講義時間として加

算し、医師会に報告していました。 

なお、アルバイトの不在時には、こうした事務を当局側が行っていました。 

委託業務に従事しているアルバイトについては、平成６年度まで年２回実施してい

た救急救命士養成科が、平成７年度から年１回（６ヶ月間）の実施となったことから、

年間を通してアルバイト報酬を支給できるよう当局と医師会で調整していました。 

 

 (3) 今後の対応 

   平成21年度から(社)横浜市医師会との委託事業を取りやめ、病院と協定書を交わして

事業を実施できるよう調整中です。 

 

 

 



２ 横浜市救急救命士養成所長（専任教員） 

                         ＜資料編 Ｐ２４～Ｐ３２参照＞ 

 

(1) 事業内容 

救急救命士法及び救急救命士学校養成所指定規則（文部科学省・厚生労働省令）に基

づく、本市の専任教員の設置については、横浜市救急救命士養成所教育規程（以下「教

育規程」という。）で定めています。 

専任教員のうち2人は、医師、救急救命士又はこれと同等以上の学識経験を有する者

とされ、かつ、専任教員のうち少なくとも1人は、救急救命処置に関し相当の経験を有

する医師又は免許を受けた後 5 年以上業務に従事した救急救命士であることが必要と

されています。 

養成所開所の平成3年9月2日に専任教員として医師2人が就任し、平成5年3月1

日からは嘱託員として採用し報酬を支給することとしています。 

平成19年4月１日から、養成所長は専任教員と兼ねることができ、また、専任教員

のうち医師は、専任教授と称することができることとしました。 

専任教員の業務内容は、「横浜市救急救命士養成所養成所長・専任教授（専任教員）

嘱託員就業要綱」（以下「就業要綱」という。）に、「講義及び実習指導」、「教育のカリ

キュラム作成」、「国家試験問題の分析」、「模擬試験問題の作成」、「教育生に対する指導」

などが定められており、また、養成所長の業務内容は専任教員の業務内容に加え、「専

任教員に対する指導、助言」、「教育に係る養成教育会議の統括」と定められています。 

 

(2) 明らかになった事実のうち問題と思われる事項 

   ア 就業要綱に定める養成所長及び専任教員の就業条件では、勤務日は月曜日から金

曜日までのうち２日であり、また、勤務時間は午前８時45分から午後５時15分（休

憩時間は12時から13時までの１時間）までと定められていますが、職員のヒアリ

ング結果からは、必ずしも就業要綱に定めるとおりの勤務がなされていなかったこ

とが明らかになっています。一方で、専任教員は必ずしも救急救命士養成所におい

て勤務をしていなかったものの、専任教員が行うべき業務については、その管理の

下に当局職員が実施し、また、教育生に対する教授及び指導については必要に応じ

て実施するなど、救急救命士の養成という目的を達成するための業務を包括的に行

っていたという側面も明らかになっています。 

イ 勤務実績は、出勤簿など消防職員の例による方法及び様式により、記録・管理す

る必要がありますが、嘱託員の出勤の有無に関わらず、当局側が出勤処理を行い、

毎月の報酬を支給していました。職員のヒアリング結果からは、こうした事務処理

について負担感や不審を持って事務処理を行い、そのことを上司に意見する職員も

いましたが、結果的には改善が図られることはなく、前任者から引き継がれる形で

業務が継続されていたことが明らかになりました。 

 

 (3) 今後の対応 

   平成21年度から、医師を嘱託員の専任教員として採用せず、資格要件を満たした当局

の救急救命士３名を専任教員として登録しました。 



 

３ 横浜市救命指導医連絡調整業務委託 

                          ＜資料編 Ｐ３３～Ｐ４４参照＞ 

 

(1) 事業概要 

救急救命士法に基づく「医師の具体的指示」への対応、傷病者の重症度判定及び適切

な医療機関選定、医療機関との連絡調整、救急業務の社会的信頼性と市民の安心感の向

上を図ることを目的として、横浜市救命指導医（以下「指導医」という。）が、24 時間

365日、消防司令センターに常駐しています（市内の12医療機関から派遣され輪番制で

対応）。 

指導医は地方公務員法（第3条第3項第3号）に定める非常勤特別職職員で、横浜市

消防長が採用しています。 

指導医制度の実施にあたり、指導医及び医療機関等との密接な連携を確保するととも

に、効率的に業務を推進し、制度の円滑な運用を図ることを目的として、横浜市救命指

導医連絡調整業務を、本市が(社)横浜市病院協会に委託しています（平成20年度委託金

額：4,700,000円）。 

 

ア 業務内容 

   (ｱ) 指導医の勤務日程に関する指導医及びその所属する医療機関等との連絡調整 

   (ｲ) 指導医体制に関する意見交換及び意見集約業務 

(ｳ) その他横浜市救命指導医の円滑な業務の実施に必要な調整業務 

 

イ 平成20年度の委託料の内訳 

名称 形状寸法等 数量 単位 単価（円） 金額（円） 

月別指導医勤務表作成 

指導医派遣医療機関との連絡調整 

救命指導医体制の意見集約 

H20.4～6 

H20.4～6 

H20.4～6 

24

182

36

人日 

人日 

人日 

4,500

4,500

4,500

108,000 

819,000 

162,000 

月別指導医勤務表作成 

指導医派遣医療機関との連絡調整 

救命指導医体制の意見集約 

H20.7～9 

H20.7～9 

H20.7～9 

24

184

36

人日 

人日 

人日 

4,500

4,500

4,500

108,000 

828,000 

162,000 

月別指導医勤務表作成 

指導医派遣医療機関との連絡調整 

救命指導医体制の意見集約 

H20.10～12 

H20.10～12 

H20.10～12 

24

184

36

人日 

人日 

人日 

4,500

4,500

4,500

108,000 

828,000 

162,000 

月別指導医勤務表作成 

指導医派遣医療機関との連絡調整 

救命指導医体制の意見集約 

事務費 

H21.1～3 

H21.1～3 

H21.1～3 

H20.1～3 

24

180

36

1

人日 

人日 

人日 

 式 

4,500

4,500

4,500

108,000 

810,000 

162,000 

111,191 

小計     4,476,191 

消費税相当額     223,809 

合計     4,700,000 



平成20年度　救命指導医連絡調整業務委託費の流れ

　　＊数字の単位は円

横浜市（安全管理局）
横浜市救命指導
医事務局口座
　　　　　　　　※１

救命指導医当直中の
昼夜弁当代

救命指導医室内の諸
雑費（湯茶等）

横浜市病院協会

@600,000×2病院
@300,000×6病院

  救命指導医派遣病院　　8病院

【６０万円】
　・聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
　・昭和大学藤が丘病院
【３０万円】
　・横浜栄共済病院
　・横浜南共済病院
　・済生会横浜市南部病院
　・横浜労災病院
　・済生会横浜市東部病院
　・国際親善総合病院

　横浜市救命指導医
　の会基金口座
　　　　　　　　　　※２

※１　横浜市救命指導医事務局口座の残高　　　　　　３８４，５３３円（H21.4.8現在)

※２　横浜市救命指導医の会基金口座の残高　　　６，０１８，０８２円(H21.4.21現在)

振込額
3,000,000

振込額
1,400,000

委託費
4,700,000

　振込額
　800,000

事務費
300,000



  (2) 明らかになった事実のうち問題と思われる事項 

救命指導医連絡調整業務委託は、（社）横浜市病院協会に委託していましたが、委託費

の支払い先及び支払金額等は医療関係者との調整を経て当局側の働きかけで行われたも

のであり、委託契約業務全体の仕組みは救命士養成委託と同様に当局側で作り上げてい

たことが明らかになりました。 

このうち、救命指導医の当直時における昼夜の弁当代や諸雑費に充てる経費は、病院

協会から「横浜市救急救命指導医の会基金」口座を経て当局救急課が管理している「横

浜市救命指導医事務局」口座へ振り込まれ、そこから支出していたことが明らかになり

ました。平成５年度から平成20年度までの間に、救命指導医の当直時における弁当代等

として「横浜市救命指導医の会基金」口座から「横浜市救命指導医事務局」へ支出され

た総額は、10,964,576円となっています。 

   また、委託業務の履行状況の確認については、契約関係法令に定める検査や検査調書 

を作成すべきところを行っていませんでした。 

   このほか、明らかになった事実は以下のとおりです。 

ア 委託業務内容のうち、以下の業務の一部を救急課で実施 

   (ｱ) 救命指導医の月別勤務予定表は、当局救急課が各派遣先医療機関へ送り、各派遣

先医療機関は、所属する指導医の割振りをした後に当局救急課へ返送していました。 

   (ｲ) 予定された指導医の勤務が不可能（欠勤）となった場合の調整は、当局司令課職

員が当番日の医療機関に電話し、派遣先医療機関の職員が当直医師の携帯に電話で

確認していました。 

   (ｳ) 指導医体制に関する意見交換及び意見集約業務は、救急課が「救命指導医日誌」

等を基に指導医からの指摘等を集約していました。   

イ 委託料470万円に係る(社)横浜市病院協会の執行内訳 

(ｱ)  病院協会から「横浜市救命指導医の会基金」口座に140万円振り込まれ、60万

円は指導医の円滑な業務推進に必要な調整、研修会等の実施、救急業務に関する

調査研究等、会の運営に係る経費分とし、80万円は指導医勤務中に司令センター

内で取る弁当代等として、救急課が保管する「横浜市救命指導医事務局」口座へ

振込み、その口座から救急課職員が毎月指導医に係る経費を支出していました。 

救命指導医はいつ発生するかわからない救急救命士への具体的指示行為を実施

するため司令センター内から外出できないこと、また、所属医療機関での業務を

終えてから司令センターの勤務に就くことが多く、手術等で若干遅くなるような

場合は食事を取る余裕もないことから、勤務中の食事を当局が支給することが「救

命指導医マニュアル」で記載されています。 

その弁当代や指導医室の湯茶代等諸雑費等を支払うため、｢救命指導医事務局｣

口座を救急課が開設し、円滑な調達等が行えるようにしていました。  

   (ｲ) 救命指導医を派遣している８病院に対し、合計300万円を病院協会から支払って

いました。これは、派遣先医療機関が行う、救命指導医の割り振りや欠勤時におけ

る連絡調整等、院内指示体制の整備に係る経費としています。 

 

 (3) 今後の対応 

   平成21年度から、(社)横浜市病院協会への委託を取りやめ、当局が直接対応すること

としました。 



 

４ その他の委託契約事務 

                         ＜資料編 Ｐ４５～Ｐ５６参照＞ 

 

(1) 調査結果 

   救急業務に関する委託契約については、救急救命士養成教育及び救命指導医連絡調整

業務のほか、下記の６件を（社）横浜市医師会及び（社）横浜市病院協会に委託してい

ました。調査の結果、アからオの委託契約については、委託した業務を委託先と当局側

が協力して実施していました。 

   いずれの委託業務についても委託費の支払い等について不審な点は見受けられず、目

的に合致した執行が行われていました。しかしながら、それぞれの委託について、単独

随意契約にするような理由に乏しいことが明らかになりました。 

 

 

ア 救急救命士再教育研修委託 

委託先：（社）横浜市医師会、平成20年度支払金額：6,914,019円 

イ 救急救命士実務研修委託 

    委託先：(社)横浜市医師会、平成20年度支払金額：6,291,600円 

ウ 救急活動事後検証委託 

委託先：(社)横浜市医師会、平成20年度支払金額：13,037,640円 

       上記アからウにおける日程調整については、当局側から各病院への依頼により実施し

ました。また、研修報告等は、当局側で取りまとめて（社）横浜市医師会に送付しまし

た。 

 

 

エ 特別教育薬剤投与追加教育委託 

    委託先：(社)横浜市医師会、平成20年度支払金額：2,255,133円 

オ 特別教育ディスパッチャー養成教育 

    委託先：(社)横浜市医師会、平成20年度支払金額：291,060円 

   上記エ及びオにおける講師医師の確保は、当局側が病院の実務担当者に依頼していま

した。 

 

 

  カ 救急科に関する教育委託 

    委託先：(社)横浜市病院協会、平成20年度支払金額：4,795,560円 

委託業務内容については、すべて（社）横浜市病院協会が実施していました。 

 

 

 

 



 

(2) 今後の対応 

  今回の調査結果を踏まえ、(社)横浜市医師会及び(社)横浜市病院協会との委託業務に

ついては、平成21年度からすべての事務を見直します。 

 

 

ア 救急救命士再教育研修委託 

    委託事業を取りやめ、講師派遣病院と個々に協定書を交わして事業を実施します。 

 

  イ 救急救命士実務研修委託 

   委託事業を取りやめ、講師派遣病院と個々に協定書を交わして事業を実施します。 

 

 ウ 救急活動事後検証委託 

       委託事業を取りやめ、講師派遣病院と個々に協定書を交わして事業を実施するよう

調整中です。 

 

  エ 特別教育薬剤投与追加教育委託 

    医師派遣の病院から直接講師派遣を依頼する方式に変更して実施します。 

 

  オ 特別教育ディスパッチャー養成教育 

    今後実施する場合は、直接講師派遣を依頼する方式で実施します。 

 

 カ 救急科に関する教育委託 

    指名競争入札を実施し、国士舘大学と契約しました。 
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